
 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年 12 月 22 日執行 

 

愛知県議会知立市選出議員補欠選挙 

 





第１ 選 挙 の 概 要 

 

１ 選挙の概況 

この選挙は、令和５年４月９日に執行された第20回統一地方選挙（愛知県議会議員一般選挙）で知立市選挙区（定

数１）から当選した柴田高伸県議会議員が、令和６年12月23日任期満了の知立市長選挙に立候補したことにより同

年11月17日に退職し、翌18日、県選挙管理委員会が県議会議長から欠員通知を受理したことに伴い、公職選挙法第

113条第１項の規定に基づき、同年12月13日に告示され、同月22日に執行されたものである。 

補欠選挙は、これを行うべき事由が生じた場合であっても、次の事由に該当する場合は行わないこととされている

が、今回はいずれの事由にも該当しなかったため、補欠選挙を行うこととなったものである。 

① 公職選挙法第112条は、同点者の場合を除き、一般選挙の期日から３か月以内に欠員事由が生じた場合、法定

得票数の得票者で当選人とならなかったものがあるときは繰上補充されると定めている。今回は選挙の期日から

約１年７か月経過しているため、繰上補充の要件に該当しない。 

② 公職選挙法第34条第２項は、任期満了前６か月以内に補欠選挙を行うべき事由が生じたときは補欠選挙を行わ

ないと定めている。当該県議会議員の任期満了日は令和９年４月29日であることから、令和８年10月29日以前

に選挙を行うべき事由が生じた場合には補欠選挙を行うこととなる。今回は、補欠選挙を行うべき事由が令和６

年11月18日に生じた。 

 補欠選挙の期日については、公職選挙法第34条第1項の規定により、柴田議員の欠員通知の受理日の翌日から起算

して50日以内（令和７年１月７日まで）に執行しなければならないことを踏まえ、令和６年11月18日に開かれた定

例選挙管理委員会において、選挙事務処理の日程等を総合的に勘案して同年12月22日（日）と決定した。 

 

２ 立候補及び投開票の結果 

選挙は、無所属の元職１名、新人１名が立候補し、１議席を争う有投票となった。 

結果は、元職の候補者が9,731票（得票率51.21％）で当選を果たした。 

投票率は 34.47％で、有投票であった令和５年４月９日執行の愛知県議会議員一般選挙の知立市選挙区の投票率

43.05％と比べ8.58ポイント下回る結果となった。 

 

 

 

第２ 事 務 の 概 要 

１ 選挙長等 

職   名 氏   名 

選 挙 長 古 久 根 進 

選挙長職務代理者 近 藤 雅 信 
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２　選挙執行事務日程

月日
曜
日

選挙
期日
前

告示
日後

県選挙管理委員会
において行った事務

県選挙管理委員会と
して知立市選挙管理
委員会で行った事務

選挙長で
行った事務

知立市選挙管理委員
会で行った事務

欠員を生じた旨の通知受理
委員会（定例）
・選挙期日
・選挙時登録の登録基準日
・投票用紙の様式・色
・封筒等に押すべき印
・選挙公報原稿様式
・選挙長、同職務代理者の選任

・選挙管理委員会の事務を処理
  する場所

・選挙会の日時、場所
・開票事務と選挙会事務との合
  同
・選挙公報掲載のくじ
・ポスター掲示場の区画数
・ビラ証紙の地紋
・ポスター証紙の地紋
・啓発計画の策定・決定

選挙執行通知
(知立市選管宛て通知)

選挙事由が生じた旨の告示
選挙時登録の登録基準日の告示

事務打合せ会
　場所　知立市役所　3階 
　　　　第2・3会議室
　時間　AM 10:30
選挙用資材の調製配布
　投票用紙、不在者投票用資材
  等
立候補予定者説明会
　場所　知立市役所　3階 
　　　　第2・3会議室
　時間　PM 2:00

選挙期日における投
票管理者、同職務代
理者の選任

期日前投票所の投票
管理者及び同職務代
理者の選任並びにこ
れらの者が職務を行
うべき日の決定

　
選挙期日における投
票立会人の選任

　
期日前投票所の投票
立会人の選任

候補者用資
材等の受領

投票用紙、不在者投
票用資材の受領

ポスター掲示場設置
場所一覧表及びその
場所を明示した図面
の調製

選挙長の事
務処理場所
の決定
選挙立会人
選任のくじ
の場所及び
日時の決定

選
挙
期
日
の
告
示
前
の
適
当
な
日

11.27 水 25 △16

R6
11.18

月 34 △25

11.19 火 33 △24
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月日
曜
日

選挙
期日
前

告示
日後

県選挙管理委員会
において行った事務

県選挙管理委員会と
して知立市選挙管理
委員会で行った事務

選挙長で
行った事務

知立市選挙管理委員
会で行った事務

期日前投票所の場所
(期日前投票所を複
数設ける場合にあっ
ては、期日前投票所
の場所及び期日前投
票所を設ける期間)
の決定

ポスター掲示場に関
する決定
 (1)設置場所の決
　定、設置、告示、
　報告
 (2)設置場所一覧
　表及び図面の作
　成、提出

個人演説会に関する
事務
 (1)公営施設の使用
　予定の把握

 (2)同設備、費用額
　の承認、公表

投票所内氏名等掲示
の順序のくじの日
時、場所の決定

不在者投票管理事務
(投票用紙等の請求
受理、整理)(郵便等
による不在者投票管
理事務を含む。)

選挙人名簿関係事務
　被登録資格決定基
　準日　12月12日
　(ただし、年齢に
　ついては12月22日
　(選挙期日)現在に
　より算定する。)

　登録日 12月12日

不在者投票時間の特
例に関する決定、告
示

投票用紙、不在者投
票用資材等の受領

選
挙
期
日
の
告
示
前
の
適
当
な
日
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月日
曜
日

選挙
期日
前

告示
日後

県選挙管理委員会
において行った事務

県選挙管理委員会と
して知立市選挙管理
委員会で行った事務

選挙長で
行った事務

知立市選挙管理委員
会で行った事務

12.11 水 11 △2
選挙人名簿登録予定
者数の報告

12.12 木 10 △1
選挙人名簿登録者数の報告受領
選挙運動費用支出制限額の決定

選挙運動費用支出制
限額の算出

選挙人名簿登録　
選挙人名簿登録者数
の報告

選挙期日の告示
選挙長、同職務代理者の告示
選挙管理委員会の事務を処理す
る場所についての告示
開票事務と選挙会事務との合同
についての告示
選挙公報の掲載文の掲載順序を
定めるくじを行う場所及び日時
の告示
選挙運動費用支出制限額告示
政治団体確認申請受付開始　
確認団体の政治活動用ポスター
の証紙交付開始
確認団体の政談演説会告知用立
札等の表示交付開始
確認団体のビラ届出受理開始
確認団体の機関新聞紙(機関雑
誌)届出受理開始

候補者に対する諸証
明の交付開始
選挙公報の申請受理
(PM5:00まで)
選挙事務所設置(異
動)届受理開始
出納責任者の届出受
理開始
選挙運動に従事する
者の届出受理開始
立候補状況の県選管
宛て速報
選挙運動費用支出制
限額の周知
選挙公営関係契約締
結の届出書受理開始
選挙運動用ビラ届出
受理及び証紙交付開
始

立候補届出
受付(AM8:30
～PM5:00)

選挙長の事
務処理場所
の告示
選挙立会人
選任のくじ
の日時、場
所の告示

選挙期日における投
票管理者、同職務代
理者の告示
期日前投票所の投票
管理者及び同職務代
理者の選任並びにこ
れらの者が行うべき
日の告示
期日前投票所の場所
(期日前投票所を複
数設ける場合にあっ
ては、期日前投票所
の場所及び期日前投
票所を設ける期間)
の告示
投票所内の氏名等掲
示の順序を定めるく
じの日時、場所の告
示
公営施設で行う個人
演説会開催申出の受
付開始

【立候補届出受付終了後】
選挙会の日時、場所の告示

選挙公報印刷開始

【立候補届出受付終
了後】
選挙公報掲載順序決
定のくじ(PM6:00)

【立候補届
出受付終了
後】
候補者に関
する通知
候補者の告
示

公営施設以外で行う
個人演説会開始
選挙事務所設置(異
動)届受理開始
期日前投票所の投票
立会人に関する通知

【立候補届出受付終
了後】
候補者の氏名等の掲
示順序決定のくじ

12.13 金 9 0
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月日
曜
日

選挙
期日
前

告示
日後

県選挙管理委員会
において行った事務

県選挙管理委員会と
して知立市選挙管理
委員会で行った事務

選挙長で
行った事務

知立市選挙管理委員
会で行った事務

期日前投票管理事務
開始(原則AM8:30か
らPM8:00まで)

不在者投票管理事務
開始(原則AM8:30か
らPM8:00まで)

期日前投票所及び知
立市選挙管理委員会
の委員長が管理する
不在者投票記載場所
における氏名等の掲
示開始

12.15 日 7 2
公営施設で行う個人
演説会開始

12.16 月 6 3

12.17 火 5 4
選挙期日における投
票所の告示(この日
までに)

12.18 水 4 5
郵便等による不在者
投票用紙等請求期限
(PM5:00)

12.19 木 3 6

選挙立会人
届出期限
(PM5:00)
補充立候補
届出期限
(PM5:00)

選挙期日における投
票所の投票立会人選
任通知(この日まで
に)
公営施設で行う個人
演説会開催申出受理
最終日
特定国外派遣組織に
おける不在者投票用
紙等請求期限

12.20 金 2 7

12.21 土 1 8

選挙運動最終日
当日有権者予定者数速報受領

期日前投票最終日
不在者投票最終日
投票所、選挙会場
(開票所)の開設準備
完了
当日有権者予定者数
速報
選挙公報配布期限

選挙期日 選挙会 (投票・開票)

・投票状況速報受理
・開票状況速報受理

・投票状況速報
・開票状況速報

12.23 月 △1 10

当選人決定報告受理
選挙管理委員会(PM1:30)
当選告知
当選人の告示
当選証書付与(PM3:00)
当選人決定報告

当選人決定
報告

R7
1.6

月 △15 24
選挙運動費用収支報
告書提出期限

日 0 9

12.14 土 8 1

12.22
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３ 啓発実施事業 

 

令和６年12月22日執行予定の愛知県議会知立市選出議員補欠選挙の啓発を次の要領で実施する。 

なお、啓発の効果をより高めるため、知立市選挙管理委員会と連携し、啓発を行う。 

 

１ 啓発の重点目標 

（１）投票日及び投票時間の周知徹底を図ること。 

（２）期日前投票制度及び不在者投票制度の周知を図ること。 

（３）積極的な投票参加を推進すること。 

 

２ 啓発資材等の配布、掲示 

啓発資材等については、原則として、愛知県議会知立市選出議員補欠選挙の選挙期日の告示日（12月13日）以後、

配布・掲示を行う。 

 

３ 啓発計画 

計 画 事 項 内     容 

 

１ 広報誌等によるもの 

 

 

・市の広報誌等に啓発記事を掲載し、選挙期日等の周知及び投票参加の呼びかけ

を行う。 

・市役所、商業施設等における館内放送により選挙期日等の周知及び投票参加の

呼びかけを行う。 

 

 

２ 報道機関等によるもの 

 

・報道機関の協力を得て、選挙期日等の周知及び投票参加の呼びかけを行う。 

 

 

３ ポスター等によるもの 

 

 

・啓発ポスターを公共施設、商業施設等に掲出し、選挙期日等の周知及び投票参

加の呼びかけを行う。 

・啓発用立看板及び啓発用懸垂幕を市の公共施設等に掲出し、選挙期日等の周知

及び投票参加の呼びかけを行う。 

 

 

４ インターネット等による

もの 

 

・インターネット・ＳＮＳ等を活用した情報発信を行い、投票参加の呼びかけを

行う。 

 

 

５ 啓発資材によるもの 

 

・啓発資材を市の窓口、公共施設等において配布し、選挙期日等の周知及び投票

参加の呼びかけを行う。 

 

 

６ 公用車によるもの 

 

・選挙期日等を表示したステッカーを公用車に取り付け、選挙期日等の周知及び

投票参加の呼びかけを行う。 
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第３ 選 挙 の 結 果 

１ 区域 

選  挙  区 区     域 
選挙すべき 

議員の数 
補欠選挙の執行事由 

知立市 知立市 １人 
令和６年11月17日、柴田高伸

県議退職 

 

２ 候補者及び当選人 

届出

順位 

ふ り が な 

氏  名 

本 籍 の 

都道府県名 
住  所 年齢 所属党派 職  業 届出年月日 

ウェブサイト等のアドレス 

１ 
田中
た な か

 健
たけし

 愛知県 愛知県知立市 58 無所属 
自営業 

（広告代理業） 

令和 

６．12．13 

－ 

② 

しばた 高伸
たかのぶ

 

（柴田 高伸） 
愛知県 愛知県知立市 55 無所属 無職 同 

https://www.shibata48.net 

(注) １（ ）内は、通称使用の認定をした候補者の本名である。 

 ２ 届出順位の○印は当選人を示す。 

 ３ 職業は立候補届出時のものである。 

 

３ 投票 

当日の有権者数（人） 投 票 者 数（人） 棄 権 者 数（人） 投 票 率（％） 

男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 

29,339 26,381 55,720 9,946 9,261 19,207 19,393 17,120 36,513 33.90  35.10 34.47  

 

４ 開票 

田中 健 しばた 高伸 
得票総数 

（有効投票数） 
無効投票数 投票総数 

持帰り 

その他 

9,272 9,731 19,003 204 19,207 0  

法定得票数  4,750.750   供託物没収点  1,900.300 
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５ 無効投票 

所定の用紙を用

いないもの 

候補者でない者

又は候補者とな

ることができな

い者の氏名を記

載したもの 

２人以上の候補

者の氏名を記載

したもの 

被選挙権のない

候補者の氏名を

記載したもの 

候補者の氏名の

ほか、他事を記

載したもの 

候補者の氏名を

自書しないもの 

0 12 0 0 7 0 

      

候補者の何人を

記載したかを確

認し難いもの 

白 紙 投 票 
単に雑事を記載

したもの 

単に記号・符号

を記載したもの 
計  

14 115 47 9 204  

 

 

第４ 選  挙  公  営 

１ 選挙運動用自動車 

     契約の種類 

事 項 

一般運送契約

によるもの 

一般運送契約以外の契約によるもの 

自動車の借入 燃料供給 運転手の雇用 計 

契約届出のあった候補者数 
人 

― 

人 

２ 

人 

２ 

人 

１ 
― 

契 約 金 額 の 総 額 
円 

― 

円 

289,800 

円 

138,177 

円 

112,500 

円 

540,477 

公費負担の 1日あたり限度額 
円 

― 

円 

16,100 

円 

― 

円 

12,500 

円 

― 

公 費 負 担 総 額 
円 

― 

円 

289,800 

円 

38,088 

円 

112,500 

円 

440,388 

 

２ 選挙運動用ビラ 

契約回数 1 回 契 約 2 回 契 約 

1 種 類 の み 作 成 し た 

候 補 者 数 及 び 枚 数 

１人 - 

16,000 枚 - 

2 種 類 を 作 成 し た 

候 補 者 数 及 び 枚 数 

１人 - 

16,000 枚 - 

契 約 金 額 の 総 額 247,360 円 - 

公 費 負 担 総 額 247,360 円 - 

平 均 単 価 7.73 円 - 

公 費 負 担 の 限 度 16,000枚  １枚当たり７円73銭 
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３ 選挙運動用ポスター 

候補 

者数 

作成 

枚数 

契約金額の 

総   額 

公費負担の 

総   額 
平均単価 

公費負担の限度 

枚数 

（ポスター掲示場

の2倍） 

1枚当たりの限度額 

 

２人 

 

枚 

428 

円 

1,496,716  

円 

1,496,716  

円 

3,497  
214枚 

3,497円 

 

 

４ ポスター掲示場 

投  票  区  数 ポスター掲示場設置数 ポスター掲示場の区画数 

15  107  ６   区   画 

 

５ 選挙公報 

候補者数 
掲 載 申 請 

候 補 者 数 
印 刷 部 数 

印 刷 に 要 

し た 日 数 
印 刷 所 名 

公報一部当 

たり印刷費 

（用紙代を 

含む。） 

２人 ２人 36,100部 １日 株 式 会 社 中 日 新 聞 社 15円 73銭 

 

ポスター掲示場数 

316,250円＋541円31銭×ポスター掲示場数 
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第５ 選 挙 運 動 費 用 

１ 選挙運動費用支出制限額 

８，６０３，８００円 

 

２ 候補者別の収入及び支出の状況 

候補者氏名 出納責任者氏名 収入の総額 支出の総額 報告回数 

田中 健 田中 律子 1,643,262円 2,515,300円 ２回 

柴田 高伸 柴田 敏彦 2,000,000円 1,534,400円 １回 

 

 

-260-


	senkyo.pdf
	知立補選


